
〇 結核定期健康診断の実施と報告書提出のお願い

　結核の定期の健康診断は、結核の感染のリスクの高い集団や、結核を発病すると周囲に感染させるおそれが高い者

等に対して健康診断の実施を義務付けることにより、結核を早期に発見し、集団感染を防ぐことを目的としています

ので、年に１回の健康診断の実施とその報告についてご協力をお願いいたします。

※社会福祉施設：社会福祉法第２条第２項第１号及び第３号～第６号までに規定する施設

　１．生活保護法関係：救護施設、更生施設

　２．老人福祉法関係：養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム

　３．障害者総合支援法関係：障害者支援施設

　４．売春防止法関係：婦人保護施設

〇実施方法

喀痰検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査

（一般的には胸部エックス線検査）

〇報告様式と記入例

・様式：定期健康診断実施報告書（第26号様式）

　　報告様式は以下のホームページからダウンロードできます。

 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/kansensho/tuberculosis.html

結核定期健康診断について

規定により、結核に係る定期の健康診断を実施し、保健所に報告しなければなりません。
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